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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気絶縁部材からなり、内視鏡の処置具挿通チャンネル内に挿通可能な可撓性シースに高
周波ナイフを装着し、前記可撓性シースに連結した操作手段により、前記高周波ナイフを
前記可撓性シースの先端から出没操作する構成とした高周波処置具において、
　前記高周波ナイフはテレスコープ状に組み込まれた第１，第２の電極部材から構成され
、
　前記操作手段は、前記第１，第２の電極部材をそれぞれ移動させる第１，第２の駆動部
材と、これら第１，第２の駆動部材間を連動及び連動解除する連動部材とを備え、
　前記可撓性シースに前記第２の電極部材の突出長さを規制する第１段規制部を設け、前
記第２の電極部材には、前記第１の電極部材のこの第２の電極部材の先端からの突出長さ
を規制する第２段規制部を設ける
構成としたことを特徴とする高周波処置具。
【請求項２】
前記可撓性シースの先端内面に前記高周波ナイフを導出可能な通路を有するストッパリン
グを装着し、前記第２の電極部材の基端部には、このストッパリングの基端部に接離可能
な構成とすることによって前記第１段規制部としたことを特徴とする請求項１記載の高周
波処置具。
【請求項３】
前記第１の駆動部材と前記第１の電極部材との間は第１の伝達部材で連結され、また前記
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第２の駆動部材と前記第２の電極部材との間は第２の伝達部材で連結されて、前記連動部
材によってこれら第１，第２の駆動部材を連動状態とすることによって、前記第１，第２
の電極部材を前記第１段規制部の位置まで変位可能となし、前記連動部材による前記第１
，第２の駆動部材の連動解除状態とすることにより、前記第１の駆動部材で前記第１の電
極部材を前記第２段規制部の位置まで変位可能な構成としたことを特徴とする請求項１記
載の高周波処置具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネル内に挿通されて、病変粘膜の切開及び剥離等
の処置を行うために用いられる高周波処置具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡検査により食道，胃，十二指腸，大腸等の体腔内壁における粘膜部分に腫瘍等と
いった病変部が発見された場合、高周波処置具を用いてこの病変粘膜の部位を切除する処
置が行われる。この病変粘膜部を除去する処置としては、高周波スネアを用いた内視鏡的
粘膜除去法（ＥＭＲ）が従来から広く行われているが、このＥＭＲ法では大きな病変部を
一度に除去することができず、数回にわたる処置が必要になり、また病変部の取り残しの
おそれもある等の問題点がある。そこで、近年において、高周波ナイフを用いた内視鏡的
粘膜剥離切開法（ＥＳＤ）が行われるようになってきている。このＥＳＤ法による処置は
、粘膜における病変部の周囲を切開し、次いでこの病変粘膜を、粘膜下層の一部を含めて
筋層から剥離するという２段階での処置が行われる。このＥＳＤ法によれば、大きな病変
部に対しても、１度の処置で取り残しなく病変粘膜部を完全に除去できるという利点があ
る。
【０００３】
　このＥＳＤ法として用いられる高周波処置具は、電気絶縁性を有する可撓性シースの先
端から高周波ナイフを出没できるように構成される。また、この可撓性シースの基端部に
操作手段が連結されており、可撓性シースは内視鏡の処置具挿通チャンネル内に挿通され
るものである。この種の高周波処置具としては、例えば、特許文献１に開示されているも
のが知られている。この公知の高周波処置具は、可撓性シースの内部に操作ワイヤを挿通
させ、この操作ワイヤの先端に、高周波処置手段として、ナイフ部を連結して設けたもの
からなり、可撓性シースの基端部に操作手段を連結して設ける構成としたものである。操
作手段は本体軸に連結して設けたスライダを有し、このスライダには操作ワイヤの基端部
を連結し、スライダを本体軸に沿って押し引きすることにより操作ワイヤに連結したナイ
フ部を可撓性シースの先端から出没させる操作が行われる。
【０００４】
　ナイフ部としては、棒状電極の先端に円板形状や三角板形状の板状電極を連結して設け
たものから構成される。また、棒状電極の先端を折り曲げたフックナイフとして構成した
ものも示されている。そして、この特許文献１によれば、板状電極を設けたナイフ部を有
する処置具を用いることによって、病変粘膜の切開及び剥離という処置を行うことができ
るとある。さらに、処置を行っている間において、出血部が生じた場合には、板状電極を
押し当てることにより、止血も行えるとしている。
【特許文献１】特開２００４－３１３５３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　病変粘膜を切開する際には、粘膜下層の下部に位置する筋層を侵襲しないようにしなけ
ればならない。例えば、高周波ナイフに高周波電流を流している状態で筋層と接触すると
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、筋層への穿孔及びそれに伴う多量の出血が生じる可能性がある。粘膜切開を行う際には
、この粘膜層を筋層から離間させるために、生理食塩水やヒアルロン酸等からなる膨隆液
を粘膜下層に局注して切開すべき粘膜を膨隆させるのが一般的であるが、局注による膨隆
が行われたとしても、なお高周波ナイフによる筋層への侵襲を防止できないことがある。
高周波ナイフは可撓性シースの先端から出没可能な構成となっているので、可撓性シース
からの高周波ナイフの突出長さを規制すれば、高周波ナイフが筋層に接触しないようにな
り、もって切開時における処置の安全性が図られる。
【０００６】
　ここで、可撓性シースの先端からの高周波ナイフの突出長さを規制する場合、その最突
出長さは、粘膜の厚み以上であって、粘膜と粘膜下層との合計の厚み以下とすることによ
って、可撓性シースの先端から高周波ナイフを突出させて、粘膜に押し当てるようにして
切開が行われるが、このときに高周波ナイフの先端が筋層にまでは届かないように保持で
きる。
【０００７】
　病変粘膜を剥離して除去するに当っては、前述した切開に引き続いて切開した粘膜を剥
離しなければならず、この粘膜剥離は粘膜下層に高周波ナイフを潜り込ませて、この粘膜
下層を構成する線維質物を切断することにより行われる。このときには、高周波ナイフは
粘膜と概略平行な状態に保ちながら、左右にスイングさせるように操作することになる。
従って、この粘膜剥離を効率的に行うには、高周波ナイフの可撓性シースからの突出長さ
はある程度長くするのが望ましい。
【０００８】
　要するに、ＥＳＤ法により病変粘膜を切開・剥離する際に、切開を行う際には、可撓性
シースからの高周波ナイフの突出長さを制限し、粘膜剥離を行う際には、高周波ナイフの
突出長さを長くすることが望ましいが、前述した特許文献１は、高周波ナイフの可撓性シ
ースからの突出長さを処置に応じて変化させる機構を備えていない。
【０００９】
　本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、切開と剥
離というように２つの処置を行うに当って、高周波処置手段の可撓性シースからの突出長
さをそれぞれ最適な長さに調整できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の目的を達成するために、本発明は、電気絶縁部材からなり、内視鏡の処置具挿通
チャンネル内に挿通可能な可撓性シースに高周波ナイフを装着し、前記可撓性シースに連
結した操作手段により、前記高周波ナイフを前記可撓性シースの先端から出没操作する構
成とした高周波処置具であって、前記高周波ナイフはテレスコープ状に組み込まれた第１
，第２の電極部材から構成され、前記操作手段は、前記第１，第２の電極部材をそれぞれ
移動させる第１，第２の駆動部材と、これら第１，第２の駆動部材間を連動及び連動解除
する連動部材とを備え、前記可撓性シースに前記第２の電極部材の突出長さを規制する第
１段規制部を設け、前記第２の電極部材には、前記第１の電極部材のこの第２の電極部材
の先端からの突出長さを規制する第２段規制部を設ける構成としたことをその特徴とする
ものである。
【００１１】
　この高周波処置具を病変粘膜部の切開・剥離という処置を行うために用いるとして、可
撓性シースの先端に設けた高周波ナイフにより切開を行う場合には、切開は高周波ナイフ
で体内組織に切り込むように操作するものであり、従って操作性の観点から、棒状の電極
として構成するのが望ましい。また、棒状の電極の先端部分を曲げたフックナイフ、先端
に電気絶縁部材を装着したＩＴナイフ等適宜の構造のものも用いることができる。また、
剥離は高周波ナイフを左右にスイングさせるようにして操作されるものであり、真っ直ぐ
若しくは先端が曲がった棒状の電極が望ましい。
【００１２】
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　粘膜を切開するためには、可撓性シースの先端からの高周波ナイフの突出長さは少なく
とも粘膜層の厚み分以上でなければならない。そして、高周波ナイフの先端が筋層に接触
しないようにするために、粘膜層と粘膜下層の厚みとの合計寸法以下に設定する。これは
第１段目のストロークであり、テレスコープ状となった高周波ナイフを構成する第１，第
２の電極部材は縮小状態のままこのように設定された長さ分だけ可撓性シース先端から突
出することになる。また、粘膜層を剥離する際には、高周波ナイフは粘膜層及び筋層と平
行に近い状態に向けるので、この第１段目に加えて第２段目のストロークにより高周波ナ
イフをさらに長く突出させる。このときに突出するのは第２の電極部材であり、第１の電
極部材は第１段目のストローク端位置に保持される。これによって、効率的な粘膜剥離を
行うのに適切な長さ分だけ高周波ナイフが可撓性シースの先端から突出することになる。
【００１３】
　第１段目のストロークは第１，第２の駆動部材間を連動させ、第２段目のストロークは
このストローク端位置からさらに第１の電極部材を突出させるものであり、この連動部材
による連動及び連動解除を行う連動部材の構成は、例えば止めねじやピンを用い、若しく
はスナップアクション機構等、工具を使用することなく第１，第２の駆動部材との連動及
び連動解除を行えるようにするのが望ましい。
【００１４】
　第１の駆動部材と第１の電極部材との間は可撓性を有するワイヤ等からなる第１の伝達
部材で連結することができる。一方、第２の駆動部材と第２の電極部材との間は第２の伝
達部材で連結される。この第２の伝達部材は第１の伝達部材と並列に配置したワイヤで構
成することもできるが、第１の伝達部材をワイヤで構成し、第２の伝達部材をチューブ乃
至コイルで構成して、ワイヤをその内部に挿通するように構成する方が望ましい。そして
、第１，第２の電極部材の少なくとも一方、若しくは両方を導電部材で構成し、高周波電
源と電気的に接続する。第１，第２の電極部材はテレスコープ状に連結されているので、
相互に接触していることから、第１，第２の伝達部材のいずれか一方を高周波電源に接続
するか、または伝達部材は駆動力の伝達のみのために設け、電源供給は別途ケーブルで連
結する構成としても良い。
【００１５】
　第１段及び第２段の各規制部は操作手段側に設けても良いが、可撓性シースの状態如何
に拘らず、高周波ナイフを必ず一定の位置までストロークさせるために、少なくとも第１
段目の突出量の規制は可撓性シースの先端側で行うのが望ましい。また、テレスコープ状
とした第１の電極部材と第２の電極部材との間における突出量の規制も先端側で行う方が
望ましい。第１段規制部は可撓性シースの先端に装着したストッパリングで構成すること
ができ、また第２段規制部は第２の電極部材の基端部に第１の電極部材を当接させるよう
に構成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　高周波処置具を内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通させたままで、粘膜の切開と剥離
というような２種類の処置を安全に、しかも効率的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。この実施の形態において
は、病変粘膜の切開及び剥離を行うための高周波処置具として構成したものについて説明
する。なお、本発明の高周波処置具は他の種類の処置を行う場合にも用いることができる
のは言うまでもない。そこで、図１に高周波処置具の全体構成を示す。
【００１８】
　同図において、１は高周波処置具であって、この高周波処置具１は長尺の絶縁チューブ
からなる可撓性シース２を有し、この可撓性シース２の基端部は操作手段３に連結されて
いる。操作手段３は本体軸４と、この本体軸４に嵌合されて、本体軸４の軸線方向に摺動
可能に設けられ、術者の手指で操作可能なスライダ５とから構成される。６は高周波電源
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であって、この高周波電源６にはケーブル７が着脱可能に接続され、このケーブル７はス
ライダ５に装着した端子部８に着脱可能に接続されるようになっている。
【００１９】
　可撓性シース２の先端には、図２に示したように、高周波ナイフ１０が装着されている
。高周波ナイフ１０は、先端が半球面形状となった丸棒状に形成した第１の電極部材１１
と、この第１の電極部材１１に嵌合させた円筒形状の第２の電極部材１２とから構成され
る。第１の電極部材１１は基端側が太径部１１ａで、先端側が縮径された細径部１１ｂと
から構成されている。また、円筒形状とした第２の電極部材１２は、第１の電極部材１１
に摺動可能に嵌合されており、その内面側が段差構造になっている。即ち、基端側はこの
第１の電極部材１１における太径部１１ａと摺動する基端側の薄肉部１２ａとなっており
、先端側は細径部１１ｂに対して摺動する厚肉部１２ｂとなっている。そして、これら第
１，第２の電極部材１１，１２は、概略第１の電極部材１１の半球面部だけが第２の電極
部材１２から突出した縮小状態と、第２の電極部材１２から第１の電極部材１１が大きく
突出した伸長状態とに変位可能となっている。
【００２０】
　可撓性シース２の先端内面には、例えばセラミック等、耐熱性があり、硬質の電気絶縁
部材からなるパイプ状の部材からなるストッパリング１３が挿入されて、接着等の手段に
より固着されている。このストッパリング１３の内径は、第２の電極部材１２の外径より
僅かに小さい寸法となっており、従って第２の電極部材１２はストッパリング１３に摺動
可能に挿通されている。そして、第２の電極部材１２の最基端部は拡径部１２ｃとなって
おり、この拡径部１２ｃはストッパリング１３の内径より大きい寸法を有するものである
。
【００２１】
　以上のように構成することによって、処置を行っていない状態では、高周波ナイフ１０
は、図２（ａ）に示したように、可撓性シース２の内部に収納させた退避位置に保持する
。この状態から、図２（ｂ）に示したように、第１の電極部材１１と第２の電極部材１２
とを縮小状態に保持して一体的に可撓性シース２から突出させるようにストロークさせる
と、第２の電極部材１２の拡径部１２ｃがストッパリング１３の基端面に当接して、高周
波ナイフ１０は切開作動位置となる。第２の電極部材１２はこの状態が最突出した位置で
あり、従って第２の電極部材１２の拡径部１２ｃとストッパリング１３の端面とによって
第１段規制部が構成される。ここで、この縮小状態では、第２の電極部材１２の厚肉部１
２ｂと第１の電極部材１１の太径部１１ａとの間に所定の間隔が存在している。
【００２２】
　第１の電極部材１１は、図２（ｃ）に示したように、第２の電極部材１２が最突出して
、太径部１１ａが第２の電極部材１２の厚肉部１２ｂによる段差部に当接するまでストロ
ークさせることができ、これによって可撓性シース２から最突出した伸長状態となる。こ
のように、第１の電極部材１１が第２の電極部材１２から最突出した状態が高周波ナイフ
１０による剥離作動位置である。このときには、この第２の電極部材１２に設けた厚肉部
１２ｂによる段差と第１の電極部材１１に形成した太径部１１ａの段差とが当接すること
になり、これが第２段規制部である。
【００２３】
　このように、第１，第２の電極部材１１，１２からなる高周波ナイフ１０は、２段で突
出可能となっている。そして、２段で突出するように操作するために、操作手段３は図３
乃至図５に示した構成となっている。即ち、本体軸４に摺動可能に装着されているスライ
ダ５は、第１の駆動部２０及び第２の駆動部２１と、これら第１，第２の駆動部２０，２
１を連動及び連動解除が可能なように連結する連動部材２２とから構成される。そして、
図４及び図５に示したように、本体軸４にはそのほぼ全長に及ぶスリット２３が設けられ
ており、可撓性シース２内に挿通され、第１の電極部材１１に連結した第１の伝達部材と
してのワイヤ２４及び第２の電極部材１２に連結され、このワイヤ２４を挿通させた第２
の伝達部材としてのコイル２５とが本体軸４に穿設した通路部４ａからスリット２３内に
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延在されている。
【００２４】
　スリット２３内には、さらに第１の駆動部２０に連結した第１の摺動駒２６と、第２の
駆動部２１に連結した第２の摺動駒２７とが設けられている。第２の摺動駒２７にはコイ
ル２５が連結して設けられており、このコイル２５の端部からワイヤ２４が導出されて、
その端部が第１の摺動駒２６に連結されている。そして、端子部８は、スライダ５におい
て、その第２の駆動部２１に装着されており、この端子部８はコイル２５と電気的に接続
されている。従って、コイル２５は導電性を有する金属線材をコイル状に形成したものか
らなり、また少なくとも第２の摺動駒２７も導電部材で構成されており、コイル２５を介
して第２の電極部材１２が、そしてこの第２の電極部材１２に対して摺動可能に当接して
いる第１の電極部材１１が端子部８と電気的に接続されている。
【００２５】
　ここで、第１の駆動部２０は、連動部材２２を介して第２の駆動部２１と連結されてお
り、このために連動部材２２は長孔２２ａを有する長尺板状の部材からなり、その先端部
が第２の駆動部２１に連設されている。そして、長孔２２ａには連結用ねじ２８が挿通さ
れており、この連結用ねじ２８は第１の駆動部２０に螺挿されている。従って、この連結
用ねじ２８を締め付けると、第１，第２の駆動部２０，２１間が連結した状態となり、ま
た連結用ねじ２８を緩めると第１の駆動部２０が単独で本体軸４に沿って摺動可能となる
。ここで、長孔２２ａを有する連動部材２２は本体軸４を挟んだ両側に設けられており、
連結用ねじ２８が装着されているのは一方側の連動部材２２であって、他方側の連動部材
２２の長孔２２ａには第１の駆動部２０に設けた突起２０ａが係合している。さらに、第
２の駆動部２１には止めねじ２９が螺挿されている。従って、この止めねじ２９を締め付
けると、その先端が本体軸４に圧接されることになる結果、第２の駆動部２１は本体軸４
に固定的に保持されることになる。
【００２６】
　以上の構成を有する高周波処置具１は、図６に示したように、観察部Ｗを有する内視鏡
挿入部Ｓに設けた処置具挿通チャンネルＣを介して体腔内に挿入され、例えば食道，胃，
十二指腸，大腸等の体腔内壁に病変粘膜が存在する際には、この病変粘膜部を剥離して除
去する処置を施すために用いられる。そこで、この病変粘膜を切除する処置の一例につい
て説明する。この処置は、例えば、内視鏡Ｓによる検査の結果、粘膜に病変部が存在して
いることが確認されたときに行われる。この処置は粘膜の切開と粘膜剥離との２段階で行
われる。
【００２７】
　まず、粘膜を切開するためには、高周波処置具１の操作手段３を操作して、即ちスライ
ダ５における第１，第２の駆動部２０，２１を連動部材２２により連動する状態として、
退避位置から切開作動位置まで変位させる。つまり、連結用ねじ２８により第１の駆動部
２０と第２の駆動部２１とを連動部材２２を介して連結し、かつ止めねじ２９を緩める。
これによってスライダ５全体が本体軸４に沿って摺動可能となる。
【００２８】
　このスライダ５の操作により、図２（ｂ）のように、高周波ナイフ１０を構成する第１
，第２の電極部材１１，１２が、第１の電極部材１１の半球面部だけが第２の電極部材１
２から突出した縮小状態となって、可撓性シース２の先端から所定長さだけ突出する。こ
のときの高周波ナイフ１０の可撓性シース２からの突出長さは、粘膜層ＬＵの厚みより大
きく、粘膜層ＬＵと粘膜下層ＬＭとの合計の厚みより短くなるように設定する。この状態
で、高周波電源６から電源を供給することによって、高周波ナイフ１０に高周波電流が流
れて、粘膜層ＬＵが切開される。
【００２９】
　可撓性シース２の先端にはストッパリング１３が装着されており、このストッパリング
１３は可撓性シース２の先端面と同じ位置に配置されているので、可撓性シース２の先端
の粘膜層ＬＵへの当接面積が大きくなり、この先端面を軽く押し当てることにより粘膜層
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ＬＵを押圧することがない。また、切開作動位置での高周波ナイフ１０の突出長さを規制
する第１段規制部は、第２の電極部材１２の拡径部１２ｃとストッパリング１３の端面と
の間に設けられており、つまり可撓性シース２の先端部分に設けられているので、この可
撓性シース２の先端からの突出長さを極めて正確に調整できる。このように操作すること
によって、確実に粘膜層ＬＵを切開することができ、かつ高周波ナイフ１０は粘膜下層Ｌ
Ｍより下部位置にある筋層ＬＢに接触する位置まで到達せず、この筋層ＬＢを侵襲するこ
とはない。しかも、予め粘膜下層ＬＭに対してヒアルロン酸や生理食塩水等を局注するこ
とによって、粘膜下層ＬＭを膨隆させることにより、さらに安全な処置が可能になる。
【００３０】
　切開は、病変部の全周にわたって行い、その結果病変粘膜における領域の外周部の周囲
における粘膜層ＬＵが切開されて、粘膜下層ＬＭが露出した状態となる。ただし、病変粘
膜領域Ｄの全周を切開しただけでは粘膜層ＬＵを除去することはできない。即ち、粘膜層
ＬＵと筋層ＬＢとの間は線維性の粘膜下層ＬＭで繋がっているので、この線維を切断する
ことにより筋層ＬＢから剥離する必要がある。
【００３１】
　この剥離処置は、高周波電源６から高周波ナイフ１０に高周波電流を流しながら、可撓
性シース２を水平移動させたり、スイング動作させたりすることによって、粘膜下層ＬＭ
を高周波電流の作用で焼灼するようにして切断する。つまり、高周波ナイフ１０は粘膜層
ＬＵ及び筋層ＬＢと概略平行な方向に延在させる。従って、高周波ナイフ１０を可撓性シ
ース２の先端からある程度大きく突出させても、筋層ＬＢを侵襲するおそれはなく、むし
ろ粘膜剥離を効率的に行うためには、可撓性シース２からの高周波ナイフ１０の突出長さ
をより長くする必要がある。
【００３２】
　以上のことから、スライダ５を構成する第２の駆動部２１を切開作動位置とした状態で
、止めねじ２９を締め付けることによって、この第２の駆動部２１を本体軸４に対して固
定する。また、連結用ねじ２８を緩めて、連動部材２２による第１，第２の駆動部２０，
２１間の連結を解除する。この状態で、第１の駆動部２０を本体軸４に沿って摺動させる
と、第２の電極部材１２は可撓性シース２の先端から突出した状態に保たれ、かつ第１の
電極部材１１が筒状となった第２の電極部材１２から突出する。これによって、第２の電
極部材１２に設けた厚肉部１２ｂによる段差と第１の電極部材１１に形成した太径部１１
ａの段差とからなる第２段規制部を当接させた高周波ナイフ１０が伸長状態となった剥離
作動位置となる。
【００３３】
　この状態で、高周波ナイフ１０をスイング動作させることによって、粘膜下層ＬＭを剥
離する。ここで、高周波ナイフ１０としては、可撓性シース２の先端から第２，第１の電
極部材１２，１１が大きく突出しており、しかもこれら両電極部材１２，１１に高周波電
流が供給されるので、粘膜剥離の処置を効率的に行うことができる。そして、この高周波
ナイフ１０をスイングさせる動作は内視鏡挿入部Ｓの先端部分を湾曲させる等の操作によ
って、容易に行うことができる。これによって、迅速かつ効率的に粘膜剥離が行われるこ
とになる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の一形態を示す高周波処置具の全体構成図である。
【図２】図１の高周波処置具の先端部分の断面図である。
【図３】高周波処置具の操作手段側の正面図である。
【図４】高周波処置具における操作手段の本体軸におけるスリット方向の断面図である。
【図５】図４のＸ－Ｘ部の拡大断面図である。
【図６】本発明の実施の一形態を示す高周波処置具を内視鏡の処置具挿通チャンネルから
導出させた状態を示す外観図である。
【図７】高周波処置具を用いて切開を行っている状態を示す組織の断面図である。
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【図８】粘膜剥離を行っている状態を示す組織の断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　高周波処置具　　　　　　２　可撓性シース
３　操作手段　　　　　　　　４　本体軸
６　高周波電源　　　　　　　１０　高周波ナイフ
１１　第１の電極部材　　　　１２　第２の電極部材
１３　ストッパリング　　　　２０　第１の駆動部
２１　第２の駆動部　　　　　２２　連動部材
２４　ワイヤ　　　　　　　　２５　コイル
２６　第１の摺動駒　　　　　２７　第２の摺動駒
２８　連結用ねじ　　　　　　２９　止めねじ

【図１】 【図２】
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(10) JP 4471125 B2 2010.6.2

【図７】 【図８】



(11) JP 4471125 B2 2010.6.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表平０９－５０１８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－１９５８５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２９１９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２９９３５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６９３５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　１８／１２　　　　



专利名称(译) 高频治疗仪

公开(公告)号 JP4471125B2 公开(公告)日 2010-06-02

申请号 JP2006173269 申请日 2006-06-23

[标]申请(专利权)人(译) 富士写真光机株式会社

申请(专利权)人(译) 富士公司

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 大谷津昌行

发明人 大谷津 昌行

IPC分类号 A61B18/12

CPC分类号 A61B18/1492 A61B18/1815 A61B2018/00053 A61B2018/00196 A61B2018/00482 A61B2018/00601 
A61B2018/1425 A61B2018/1475 A61B2090/034

FI分类号 A61B17/39.310 A61B18/12 A61B18/14

F-TERM分类号 4C060/KK03 4C060/KK06 4C060/KK09 4C060/KK12 4C060/MM26 4C160/KK03 4C160/KK06 4C160
/KK12 4C160/KK13 4C160/KK36 4C160/MM43 4C160/NN01 4C160/NN09 4C160/NN14 4C160/NN21

审查员(译) 濑户康平

其他公开文献 JP2008000386A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：在进行切口和消融的两种治疗时，分别将高频治疗装置
的突出长度从柔性护套调整到最佳长度。 ŽSOLUTION：安装在柔性护
套2的远端的高频刀10安装有止动环13，其由第一和第二电极构件11和
12组成，第一电极构件在近端侧具有粗直径部分11a，并且在远端侧的窄
直径部分11b和第二电极构件12的内表面侧具有阶梯结构。滑块5包括第
一驱动部分20，第二驱动部分21和用于使高频刀10分两步伸出的互锁构
件22，连接螺钉28插入互锁构件22的长孔22a中并紧固使第一和第二驱
动部分20和21进入连接状态，并且第二驱动部分21用止动螺钉29螺纹插
入，以固定地保持在主体轴4上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ccc1f0c2-7d39-4dee-8d29-80b6a5b2a621
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038572850/publication/JP4471125B2?q=JP4471125B2

